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都道府県・政令指定都市における 

男女共同参画条例・苦情処理等の取組及び取組予定の状況 

（平成１４年１月３０日現在） 
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１．男女共同参画条例において苦情処理等を行う機関・体制の設置を明記：北海道、茨城県、埼玉県、石川県、鳥取県 
 
都道府県名 根拠となる条例 処理の対象 関係機関等 業務及び権限 備考 

北海道 ・男女平等参画推進条例 

男女平等参画苦情処理

委員 

（設置） 

第 19 条 ～北海道男女

平等参画苦情処理委員

を置くものとする。 

 

・北海道男女平等参画苦

情処理委員運営要綱 

・男女平等参画に係る道

の施策についての苦情 

・男女平等参画を阻害す

ると認められるもの（性

別を理由とするあらゆる

差別的な取扱い、セクシ

ュアル・ハラスメント、女

性に対する暴力など）（以

上条例第 19 条） 

道男女平等参

画苦情処理委

員(男女それぞ

れ 1名を知事

が任命) 

① 男女平等参画に係る道の施策についての苦情及び

男女平等参画を阻害すると認められるものに関する申

出（性別を理由とするあらゆる差別的な取扱い、セクシュ

アル・ハラスメント、女性に対する暴力など）があったとき

は、申し出たものに対し、助言を行うことができる。（条例

第 20 条及び 2１条） 

② 苦情処理委員は、条例第 20 条の規定による申出が

男女平等参画に係る道の施策についての苦情の場合に

おいて、関係する道の機関に対し、当該申し出に関する

必要な説明及び調査について、協力を求めることができ

る。 

（運営要綱第 8 条） 

③ 申出が男女平等参画に係る道の施策についての苦

情であるときは、関係する道の機関に対し、意見を述べ

ることができる。(条例第 21 条) 

④ 苦情処理委員は、条例 21 条 2 項に規定する意見を

述べたときは、関係する道の機関に対し、その後の措置

状況の説明について、協力を求めることができる。（運営

要綱第 8 条） 

毎年、その活動状況に関する報告を知事に提出するも

のとする。(運営要綱第 10 条) 

 

 

 

 

別に、道苦情

審査委員を設

置（道の機関

の業務の執行

に関する苦情

(具体的に権利

侵害があるも

のを対象)）  
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本庁男女平等

参画推進室 
 

① 適切な専門の相談・苦情処理機関を紹介する。 
② 関係部、関係機関に照会、連絡、又は要請を行い、

必要があれば申出人に回答又は通知する。 
 

 ・男女平等参画推進条例 

（道民等からの申出） 

第 18 条 ～知事に申し

出ることができる。 

2 項 ～適切かつ迅速な

措置を講ずるものとす

る。 

・男女平等参画を阻害す

ると認められるもの（性

別を理由とするあらゆる

差別的な取扱い、セクシ

ュアル・ハラスメント、女

性に対する暴力等） 

・男女平等参画に必要と

認められるもの(道の施

策に対する要望等)(以上

条例第 18 条） 

支庁地域政策

部環境生活課 
① 適切な専門の相談・苦情処理機関を紹介する。 
② 申出を環境生活部に報告する。 

別に、北海道

立女性プラザ

((財)北海道女

性協会が管理

運営）による人

生相談、法律

相談 

茨城県 男女共同参画推進条例 

（苦情等の申出及び申出

の処理体制の整備） 

第 14 条 ～必要な体制

を整備するものとする。 

男女共同参画の推進に

影響を及ぼすと認められ

る事項についての苦情そ

の他の意見(条例第 14

条) 

･第三者委員に

よる委員会を

設置 

・職員を相談員

に指名し配置 

・相談に応じ、関係相談機関と連携を図り、当該関係者

に対し助言等を行う。 

・苦情その他の意見の申出に応じ、関係相談機関と連携

を図り、事実関係の確認や必要な調査、原因者との協議

等を行い、当該関係者に対し助言等を行うほか、必要に

応じて改善方策等に関する意見を知事に述べるものとす

る。 

・要綱を平成

14 年 4 月 1日

施行予定 

埼玉県 ・男女共同参画推進条例 

（苦情の処理） 

第 13 条 ～申出を適切

かつ迅速に処理するた

めの機関を設置するもの

とする。 

 

・埼玉県男女共同参画推

進条例施行規則 

（苦情処理委員） 

第1条 ～条例13条第１

項の機関として、男女共

同参画苦情処理委員を

置く。 

・県が実施する男女共同

参画の推進に関する施

策若しくは男女共同参画

の推進に影響を及ぼすと

認められる施策について

の苦情  

・男女共同参画の推進を

阻害する要因によって人

権が侵害された場合の

事案(以上条例第 13 条) 

 

男女共同参画

苦情処理委員

（委員は 3 名以

内とし、知事が

委嘱） 

①  第 13 条第 1 項の規定に基づき苦情に対して、必要

に応じて、当該施策を行う機関に対し、説明を求め、その

保有する関係書類その他の記録を閲覧し、又はその写

しの提出を求め、必要があると認めるときは、当該機関

に是正その他の措置をとるよう勧告等を行うものとする。

（条例第 13 条） 

②  条例第 13 条第 2 項の規定に基づき人権を侵害され

た申出に対し、必要に応じて、関係者に対し、その協力

を得た上で資料の提出及び説明を求め、必要があると

認めたときは、当該関係者に助言、是正の要望等を行う

ものとする。（条例第 13 条） 

③  毎年度 1回報告書を作成する。（施行規則第 11条） 
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石川県 男女共同参画推進条例 

（苦情の処理等） 

第 13 条 ～適切かつ迅

速に処理するための機

関を設置するものとす

る。 

・県が実施する男女共同

参画の推進に関する施

策若しくは男女共同参画

の推進に影響を及ぼすと

認められる施策について

の苦情 

・男女共同参画の推進を

阻害する要因による人権

侵害事案（以上条例第13

条） 

検討中 ① 必要に応じて、施策を行う県の機関に対し、説明を

求め、その保有する関係書類その他の記録を閲覧し、又

はその写しの提出を求め、必要があると認めるときは、

当該機関に是正その他の措置を講ずるよう助言、指導

又は勧告を行うものとする。（条例第 13 条） 

② 必要に応じて、関係者に対し、その協力を得た上で

資料の提出及び説明を求め、必要があると認めるとき

は、当該関係者に助言、是正の要望等を行うものとす

る。（条例第 13 条） 

・条例は平成14年

4月1日施行 

 

・この他、石川県

女性センター他

(一般相談、特別

相談(法律、医療、

カウンセリング

等)) 

鳥取県 男女共同参画推進条例 

（設置） 

第 23 条 ～男女共同参

画推進員を設置する。 

・県の男女共同参画推進

施策又は男女共同参画

の推進に影響を及ぼすと

認められる施策について

の苦情 （条例第 19 条） 

・男女共同参画を阻害す

ると認められること又は

男女共同参画に必要と

認められることに関する

申出に対して行った県の

通知に対する不服(条例

第 19 条) 

 

男女共同参画

推進員（4 名を

知事が議会の

同意を得て任

命） 

① 苦情及び不服について審査する。（条例第 24 条） 

② 関係する県の機関に対し、報告又は資料の提出を

求めることができる。（条例第 28 条） 

③ 申出をした者及び関係する県の機関に、審査結果を

通知しなければならない。（条例第 29 条） 

④ 関係する県の機関に対し、是正又は改善の措置を

講ずるよう勧告することができる。（条例第 30 条） 

⑤ 関係する県の機関に対し、措置状況の報告を求める

ことができる。(条例第 31 条) 
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 男女共同参画推進条例 

（推進体制の整備） 

第 11 条 鳥取県男女共

同参画センターを設置す

るほか、～必要な体制を

整備しなければならな

い。 

第 2 項 第 18 条第 1 項

の規定による申出を受け

るため、鳥取県男女共同

参画センターに窓口を設

置し、相談員を配置する

とともに、そのほかに窓

口を 2箇所以上設置する

よう努めなければならな

い。 

 

男女共同参画を阻害す

ると認められること又は

男女共同参画に必要と

みとめられること（条例第

18 条） 

相 談 員 （ ６ 名

（非常勤職員）

を知事が任命） 

 

 

①主に、女性の相談（生き方、健康、就職など）に応じ

る。 

② 申出を受けたときは、男女共同参画に資するよう適

切に対応し、その結果を当該申出をした者に対し通知し

なければならない。（条例第 18 条第 2 項） 
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２．男女共同参画条例に苦情処理等の担当職員等又は相談室の配置を明記：宮城県、静岡県、滋賀県、山口県、佐賀県、熊本県 
 
都道府県名 根拠となる条例 処理の対象 関係機関等 業務及び権限 備考 

宮城県 男女共同参画推進条例 

（相談及び苦情処理） 

第 17 条 3 項 ～相談及

び～苦情を処理するた

め、男女共同参画相談

員を置く。 

・性別による差別的取扱いその他の

男女共同参画の推進を阻害する要

因による人権侵害  

・県が実施する男女共同参画に関す

る施策又は男女共同参画の推進に

影響を及ぼすと認められる施策に関

する苦情 

 (以上条例第 17 条) 

男女共同参画相談員（男

女共同参画相談室に 2

名（非常勤職員）を知事

の委嘱によって配置） 

 

①  相談及び苦情に応ずる。 

② 必要な調査、指導及び助言

を行う。 
③ 必要に応じて、関係行政機

関と連携するものとする。（以上

条例第 17 条） 

別にオンブズマ

ン制度が設置さ

れている。男女

共同参画相談室

もその窓口とな

り、必要に応じオ

ンブズマン制度

につなげる。 

・県が実施する男女共同参画の推進

に関する施策若しくは男女共同参画

の推進に影響を及ぼすと認められる

施策に関する苦情又は相談（条例第

11 条） 

職員（男女共同参画室に

部長が職員のうちから指

名する者を配置） 

静岡県 男女共同参画推進条例 

（苦情又は相談の申出の

処理） 

第 11 条 ～適切な処理

を行うものとする。 

2 項 ～前項の申出を処

理する職員を置くものと

する。 

・性別による差別的取扱いその他男

女共同参画の推進を阻害する要因

による人権侵害に関する苦情又は相

談（条例第 11 条） 

職員（女性総合センター

に部長が職員のうちから

指名する者を配置） 

① 苦情・相談に応じる。 

② 国や市町村等の関係機関と

協力しながら、調査、助言及び指

導を行う。 

③ 関係室とも協議する 

 

 

滋賀県 男女共同参画推進条例 

（苦情の処理） 

第 13 条 ～適切な処理

を行うものとする。 

2 項 ～必要があると認

めるときは、当該申出の

処理に関し、滋賀県男女

共同参画審議会の意見

を聴くことができる。 

・県が実施する男女共同参画施策ま

たは男女共同参画に影響を及ぼすと

認められる施策についての苦情（条

例第 13 条） 

男女共同参画課を窓口

として既存の体制で対

応。 

 条例は平成14年

４月１日施行 
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 （相談の処理） 

第 14 条 ～適切な処理

を行うものとする。２項 

～男女共同参画相談員

を置くものとする。 

 

・性別による差別的取扱いその他の

男女共同参画の推進を阻害すると認

められることに関する相談（条例第

14 条）  

男女共同参画相談員を

女性センターに配置 

①相談に応じる。 

②必要な調査および助言を行

う。 

③関係行政機関への通知その

他の申出の処理のために必要な

措置を講じる（条例第 14 条） 

 

男女共同参画推進条例 

（苦情の申出の処理） 

第 18 条～適切な処理に

努めるものとする。 

2 項 ～特に必要がある

と認められるものについ

ては、審議会の意見を聴

くものとする。 

・県が実施する男女共同参画に関す

る施策又は男女共同参画の推進に

影響を及ぼすと認められる施策に関

する苦情（条例第 18 条） 

県民相談室 ① 苦情に応じる(県民相談室が

窓口となり関係各課との調整を

行う)。 

 山口県 

男女共同参画推進条例 

（相談の申出の処理） 

第 19 条 ～適切な処理

に努めるものとする。 

2項 ～職員（以下「男女

共同参画相談員」とい

う。）を置くものとする。   

・性別による差別的取扱いその他の

男女共同参画の推進を阻害する要

因による人権の侵害（条例第 19 条） 

男女共同参画相談員（男

女共同参画相談センター

(婦人相談所を再編整備)

内に 4 名(非常勤)を知事

の任命により配置） 

①相談に応ずること(一般相談、

専門相談（法律、医療、ｶｳﾝｾﾘﾝ

ｸﾞ）。 

② 必要な調査、指導及び助言

をすること。 

③ 関係行政機関への通知その

他申出の処理のために必要な措

置を講ずること。（以上条例第 19

条） 
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佐賀県 男女共同参画推進条例 

（相談の処理等） 

第 13 条（人権侵害） ～

適切に処理するものとす

る。 

2 項(苦情) ～必要な措

置を講ずるものとする。 

3 項 ～必要があると認

めるときは、佐賀県男女

共同参画推進審議会の

意見を聴くものとする。 

 

（男女共同参画推進員の

設置） 

第 14 条 ～男女共同参

画推進員を置くことがで

きる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・性別による差別的取扱いその他の

男女共同参画を阻害する要因による

男女の人権の侵害 

・県が実施する男女共同参画施策又

は男女共同参画に影響を及ぼすと

認められる施策についての意見の申

出(苦情)（以上条例第 13 条） 

 

 

男女共同参画推進員 

(平成 14 年４月以降、県

下 49市町村に計56名の

設置を検討中) 

 

①  人権の侵害に関する県民か

らの相談の申出の受付(関係相

談機関への取り次ぎ) 

②  県の男女共同参画施策につ

いて県民等からの意見の申出

(苦情)の受付(県への通知) 

③  男女共同参画に関する啓発

活動（以上条例第 14 条） 

 

この他、県立女

性センターに非

常勤嘱託職員 2

名を配置（女性

総合相談）、専門

相談（法律 ・健

康） 
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男女共同参画推進条例 

（苦情の処理等） 

第 23 条 3 項 ～第 1 項

に規定する苦情の申出

について、迅速かつ適切

に処理するための体制を

整備する。 

3 項 ～必要があると認

めるときは、熊本県男女

共同参画審議会の意見

を聴くものとする。 

・県が実施する男女共同参画社会の

形成の促進に関する施策又は男女

共同参画社会の形成に影響を及ぼ

すと認められる施策についての苦情

（条例第 23 条） 

  熊本県 

第 23 条 4 項 ～第 2 項

に規定する相談の申出

について、迅速かつ適切

に処理するための相談

員の設置等必要な体制

を整備する。 

・第13条に掲げる行為その他の男女

共同参画社会の形成を阻害する行

為についての相談（条例第 23 条） 

相談員の設置 関係機関と連携してその処理に

努めるものとする。（条例第 23

条） 

条例は平成14年

4 月１日に施行 
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３．男女共同参画条例に苦情処理及び相談の処理について明記されており、既存の体制（男女共同参画推進センター等）で対応： 青森県、東京都、 

富山県、三重県、奈良県、岡山県、広島県、福岡県、鹿児島県、広島市 
 
都道府県名 根拠となる条例 処理の対象 関係機関等 業務及び権限 備考 

男女共同参画推進条例 

（苦情等の処理） 

第11条 ～必要な措置を講ずるもの

とする。 

・男女共同参画の推進に関する施

策及び男女共同参画の推進に影

響を及ぼすと認められる施策につ

いての苦情（条例第 11条） 

当該施策の担当課

行政相談室 

  青森県 

男女共同参画推進条例 

（性別による権利侵害の防止等） 

第 12 条 ～必要な支援措置を講ず

るよう努めるものとする。 

・セクシュアル・ハラスメント、夫婦・

男女間の暴力等による被害(条例

第 12 条） 

県男女共同参画セン

ター相談室 

 

① 一般相談 

② 専門相談（法律、健

康、カウンセリング） 

男女共同参画セン

ターが総合窓口と

なり県関係課及び

関係機関等と連携 

東京都 男女平等参画基本条例 

（都民等の申出） 

第 7 条 2 項 ～適切に対応するもの

とする。 

男女平等参画を阻害すると認めら

れること又は男女平等参画に必要

と認められること（条例第 7 条） 

都生活文化局総務

部男女平等参画室 
東京ウィメンズプラザ

他 

①一般相談 

②専門相談（法律、暴

力、男性相談）他 

 

富山県 男女共同参画推進条例 

（県民及び事業者の申出） 

第17条 ～適切な処理に努めるもの

とする。 

第 17 条 2 項 ～男女の人権の侵害

に関し～適切な処理を行うものとす

る。 

・県が実施する男女共同参画推進

施策についての申出 

・性別による差別的取扱いその他

の男女共同参画の推進を阻害す

る行為による男女の人権の侵害 

（以上条例第 17 条） 

県民共生センター

（女性青年課が管理

運営） 

 

 

 

 

 

 

 

①一般相談（苦情を含

む） 

②専門相談（法律、健

康） 
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相談苦情処理体制

については検討中。 

 三重県 男女共同参画推進条例 

（基本計画の策定） 

第 8 条 3 項 ～施策の大綱には、次

に掲げる事項について定める。三、 

男女共同参画に関する相談及び苦

情に対応するために必要な事項 

男女共同参画に関する相談及び

苦情（条例第 8 条） 

現在、相談について

は県男女共同参画セ

ンター等で実施 

①一般相談 

②専門相談（法律、健

康、男性のための相談） 

 

男女共同参画推進条例 

（苦情及び相談の処理） 

第 15 条 ～苦情の処理のために必

要な措置を講じなければならない。 

・県が実施する男女共同参画の推

進に関する施策又は男女共同参

画の推進に影響を及ぼすと認めら

れる施策についての苦情（条例第

15 条） 

既存の各種相談窓

口及び苦情担当部

局 

  奈良県 

 

男女共同参画推進条例 

（苦情及び相談の処理） 

第 15 条 2 項 ～人権侵害に関する

相談の処理に努めるものとする。 

・性別による差別的取扱いその他

の男女共同参画の推進を阻害す

る要因による人権侵害に関する相

談（条例第 15 条） 

女性センター 

婦人相談所 

①一般相談 

②法律相談（女性センタ

ー） 

 

 

男女共同参画の促進に関する条例 

（苦情の処理） 

第 17 条 ～適切な処理のために必

要な措置を講ずるよう努めるものと

する。 

2項 ～特に必要があると認めるもの

については、岡山県男女共同参画審

議会の意見を聴くものとする。 

 

県が実施する男女共同参画の促

進に関する施策又は男女共同参

画の促進に影響を及ぼすと認めら

れる施策についての苦情（条例第

17 条） 

県生活環境部男女共

同参画課 

 岡山県 

 

 

男女共同参画の促進に関する条例 

（相談への対応） 

第 18 条 ～適切に対応するよう努め

るものとする。 

 

性別による差別的取扱いその他の

男女共同参画を妨げる行為につい

ての相談（条例第 18 条） 

県男女共同参画推進

センター（生活環境部

男女共同参画課が運

営）、県女性相談所 

①一般相談 

②専門相談（法律、健康） 
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男女共同参画に関する苦情(条例

第 10 条) 

 

県男女共同参画推

進室 

窓口となり、関係機関と

連携する。 

広島県 

 

 

男女共同参画推進条例 

(苦情又は相談の申出の処理) 

第 10 条～必要な助言を行うなど適

切に対応するものとする。 

 

男女共同参画に関する相談(条例

第 10 条) 

女性センターほか、

既存の関係機関 

関係機関で連携をとり対

応する。 

条例は平成14 年４

月１日施行 

男女共同参画推進条例 

（苦情の申出） 

第 17 条 ～適切に処理するよう努め

るものとする。 

2 項 ～必要と認めるときは、福岡県

男女共同参画審議会の意見を聴くも

のとする。 

県が実施する施策についての県民

又は事業者からの男女共同参画

に係る苦情（条例第 17 条） 

県生活労働部男女

共同参画推進課 

 福岡県 

男女共同参画推進条例 

（相談） 

第 18 条 ～関係機関と連携して、当

該相談を適切に処理するよう努める

ものとする。 

 

性別による差別的取扱いその他の

男女共同参画を阻害する行為につ

いての相談（条例第 18 条） 

県女性総合センタ

ー、県女性相談所等

既存の体制で対応 

県女性総合センター 

① 総合相談 

② 専門相談（法律、健

康、労働、女性に対する

暴力 

 

男女共同参画推進条例 

（県民等の申出） 

第 15 条 ～適切に処理するよう努め

るものとする。 

県が実施する男女共同参画の推

進に関する施策又は男女共同参

画に影響を及ぼすと認められる施

策についての申出(条例第 15 条) 

県環境生活部男女

共同参画室が窓口と

なり、関係部署、関

係機関と連携する。 

 鹿児島県 

男女共同参画推進条例 

第 15 条 2 項～適切に処理するよう

努めるものとする。 

 

 

第 9 条に規定する行為その他の男

女共同参画を阻害する行為に関す

る申出（条例第 15 条） 

県環境生活部男女

共同参画室が中心と

なり、既存の各種相

談窓口で対応する。 

 

・条例は平成 14 年

1月 1日施行 

・平成 15 年度に女

性プラザ（仮称）を

開設予定 
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男女共同参画推進条例 

（苦情の申出への対応） 

第 12 条 ～適切な措置を講ずるよう

努めるものとする。 

2 項 ～必要があると認めるときは、

～広島市男女共同参画審議会の意

見を聴くものとする。 

男女共同参画の推進に関する施

策又は男女共同参画の推進に影

響を及ぼすと認められる施策につ

いての苦情(条例第 12 条) 

広島市 

男女共同参画推進条例 

（相談の申出への対応） 

第 13 条 ～適切な措置を講ずるよう

努めるものとする。 

2 項 ～必要があると認めるときは、

～広島市男女共同参画審議会の意

見を聴くことができる。 

性別による差別的扱いその他の男

女共同参画の推進を阻害する人

権の侵害に関する相談（条例第 13

条） 

男女共同参画室   

 

 

 
 



 

 13 

４．男女共同参画条例に人権侵害があった場合の被害者の救済についてのみ条例に明記：川崎市、横浜市 
 
都道府県名 根拠となる条例 処理の対象 関係機関等    業務及び権限 備考 

男女共同参

画 セ ン タ ー 

① 一般相談 

② 専門相談（法律、医療、DV） 

男女平等かわさき条例 

（男女平等にかかわる人

権侵害に対する相談及

び救済） 

第 7 条 ～対応に努める

ものとする。 

性別による差別的取扱い、性的

な言動に対する相手の対応によ

り当該相手に不利益を与え、又

は性的な言動により相手の生活

の環境を害する行為、配偶者等

に対する著しい身体的又は精神

的苦痛を与える暴力的行為等の

男女平等にかかわる人権の侵害

（男女平等かわさき条例第 6 条） 

川崎市人権オンブズパ

ーソン条例（平成 13 年 6

月29日に公布されたが、

施行されていない） 

第 1条 ～川崎市人権オ

ンブズパーソンを置く。 

男女平等にかかわる人権の侵害

(男女平等かわさき条例 6 条に規

定) 

人権オンブズ

パーソン 

①  相談に応じ、必要な助言及び支援を

行うこと。 

②  調査、調整、勧告、是正要請等を行

うこと。 

③ 制度の改善を求めるための意見を

表明すること。 

④ 勧告、意見表明等の内容を公表する

こと。 

⑤ 人権に関する課題について意見を公

表すること。（以上川崎市人権オンブズ

パーソン条例第 3 条） 

男女共同参画センタ－

における相談事業の根

拠は川崎市男女共同

参画センター条例第 3

条（２） 

川崎市 

（参考）川崎市市民オン

ブズマン条例 

（目的及び設置） 

第 1条 

川崎市市民オンブズマン

を置く。 

市の機関の業務の執行に関する

事項及び当該業務に関する職員

の行為（条例第 2 条） 

市民オンブズ

マン 

① 市政に関する苦情を調査し、簡易迅

速に処理すること。 

② 事案を取り上げ調査すること。 

③ 是正等の措置を講ずるよう勧告する

こと。 

④ 制度の改善を求めるための意見を

表明すること。 

⑤ 勧告、意見表明等の内容を公表する

こと。(以上 条例第 3 条) 
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横浜市 男女共同参画推進条例 

（相談の申出） 

第 10 条 ～適切かつ迅

速に対応するものとす

る。 

 

（男女共同参画推進拠点

施設） 

第11条 ～横浜市フォー

ラム（横浜女性フォーラ

ム及びフォーラムよこは

ま）を～支援するための

拠点施設とするものとす

る。 

性別による差別等男女共同参画

を阻害する要因による人権侵害

（第 10 条） 

 

男女共同参

画相談センタ

ー ((財 )横浜

市女性協会

が運営。横

浜女性フォー

ラム内に設

置。) 

 

①  市長は、～必要があると認めるとき

は、調査を行うことができる。 

② 市長は、～必要があると認めるとき

は、関係者に対し要請又は指導を行うこ

とができるものとする。（以上条例第 10

条） 

③ 性別による差別等の相談 

④ 心とからだと生き方の総合相談 
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5. その他の都道府県・政令指定都市の取組及び取組予定の状況  
(男女共同参画条例について検討中を含め、現時点において未制定の都道府県・政令指定都市)    

 

都道府県・政令指定都市名 相談対応機関名等  

(注 1) 

業務内容 苦情処理機関設置状況 

(注２) 

備考 

岩 手 県 男女共同参画推進センター 一般相談(注３) なし（条例検討中） センターは、平成 17 年度設置予定 

秋 田 県 県男女共同参画センター 一般相談、専門相談 なし(条例検討中) 苦情処理機関は、平成 14 年度設置

予定 

山 形 県 県男女共同参画センター 一般相談、専門相談 なし(条例策定中)  

福 島 県 県男女共生センター 一般相談、専門相談 なし(条例策定中)  

栃 木 県 とちぎ女性センター 一般相談、専門相談 なし(条例検討中)  

群 馬 県 県男女共同参画室 一般相談、専門相談 なし  

神奈川県 県女性センター 一般相談、専門相談 なし  

千 葉 県 県女性センター 一般相談、専門相談 なし（条例検討中）  

新 潟 県 (財)新潟県女性財団 専門相談 なし(条例策定中) 一般相談については条例の中で設

置に向け検討中 

福 井 県 県生活学習館 一般相談、専門相談 なし  

山 梨 県 県総合女性センター 一般相談 なし(条例策定中) 県行政全般に対する苦情処理を取り

扱うため行政苦情審査員を設置して

いる。その中で男女共同参画に係る

施策への苦情処理を取り扱ってい

る。 

長 野 県 県男女共同参画センター 一般相談、専門相談 なし(条例検討中)  

岐 阜 県 県女性相談センター(県婦人相談所) 一般相談、専門相談 なし  

愛 知 県 県女性総合センター 一般相談、専門相談 なし（条例策定中）  

京 都 府 府女性総合センター 一般相談、専門相談 なし  

大 阪 府 府立女性総合センター 一般相談、専門相談 なし（条例策定中）  

兵 庫 県 県女性センター 一般相談、専門相談 なし(条例策定中)  

和歌山県 県男女共生社会推進センター 一般相談、専門相談 なし(検討中)  
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島 根 県 県女性相談センター 一般相談、専門相談 なし(条例策定中)  

徳 島 県 県男女共同参画プラザ 一般相談、専門相談 なし（条例策定中）  

香 川 県 香川県子ども女性相談センター 一般相談 なし  

愛 媛 県 県女性総合センター 一般相談、専門相談 なし（条例検討中）  

高 知 県 こうち女性総合センター 一般相談、専門相談 なし  

長 崎 県 県民生活環境部男女共同参画室 窓口となり関係機関を紹介 なし  

大 分 県 生活環境部女性青少年課 関係機関を紹介 なし  

宮 崎 県 県男女共同参画センタ－ 一般相談、専門相談 なし  

沖 縄 県 (財)おきなわ女性財団 一般相談、専門相談 なし 平成７年に県行政ｵﾝﾌﾞｽﾞﾏﾝ制度が

設置され、男女共同参画行政に関す

る事項も苦情処理の対象となってい

る。 県本庁舎に行政ｵﾝﾌﾞｽﾞﾏﾝ相談

室を設置している。 

     

札 幌 市 市女性センター 一般相談、専門相談 なし（条例検討中）  

仙 台 市 (財)男女共同参画財団 一般相談、専門相談 なし（条例検討中）  

千 葉 市 市女性センター 一般相談、専門相談 なし  

名古屋市 勤労女性センター 一般相談、専門相談 なし（条例策定中） 男女共同参画推進センター（仮称）

設置準備中 

京 都 市 (財)京都市女性協会 一般相談、専門相談 なし   

神 戸 市 男女共同参画センター 一般相談、専門相談 なし  

大 阪 市 男女共同参画センター 一般相談、専門相談 なし(条例検討中)  

福 岡 市 市女性センター 一般相談、専門相談 なし  

北九州市 市女性センター 一般相談、専門相談 なし(条例策定中)  

(注１) 相談機関が複数ある場合は、代表的な機関を明記している。 

(注２) 苦情処理機関設置状況欄の｢なし｣は、苦情処理機関の設置をしていない、苦情処理の対応をしていない状況である。 

    また、(条例策定中)は現在、条例を策定中の地域、(条例検討中)は条例の策定を検討中の地域、（検討中）は苦情処理機関の設置を検討中の地域である。 

(注３) 一般相談：主に出産・育児や心の悩みなど生活全般に関する相談、専門相談：法律や暴力に関する相談 


